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学習指導要領における記述 解説における記述の抜粋等

第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 （解説）指導計画の作成より

１ 各学校においては，次の事項に配慮しながら、 交流及び共同学習の内容としては、例えば、小・

学校の創意工夫を生かし、全体として、調和のとれ 中学校等と学校行事やクラブ活動、部活動、自然体

た具体的な指導計画を作成するものとする。 験活動、ボランティア活動などを合同で行ったり、

(６)学校がその目的を達成するため、地域や学校の 文通や作品の交換、コンピュータや情報通信ネット

実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど ワークなどを活用してコミュニケーションを深めた

家庭や地域社会との連携を深めること。また、学校 りすることなどが考えられる。

相互の連携や交流を図ることにも努めること。 特

に、児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養

い、社会性や豊かな人間性をはぐくむために、学校

の教育活動全体を通じて、小学校の児童又は中学校

の生徒などと交流及び共同学習を計画的、組織的に

行うとともに、地域の人々などと活動を共にする機

会を積極的に設けること。

２ 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。 （解説）教育課程実施上の配慮事項より

(９)障害のため通学して教育を受けることが困難な 訪問教育の対象となる児童生徒は、集団への参加

児童又は生徒に対して、教員を派遣して教育を行う や友達とのかかわりが少なくなるなどの課題があ

場合については、障害の状態や学習環境等に応じ る。そのため、例えば、コンピュータや情報通信ネ

て、指導方法や指導体制を工夫し、学習活動が効果 ットワーク等を活用するなどして、間接的にかかわ

的に行われるようにすること。 り合う機会を設けることも考えられる。

(10)各教科等の指導に当たっては、児童又は生徒が （解説）教育課程実施上の配慮事項より

総 則 コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手 （情報手段の活用）

段に慣れ親しみ、その基本的な操作や情報モラルを コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報

身に付け、適切かつ主体的、積極的に活用できるよ 手段の活用については、小学部段階において「コン

うにするための学習活動を充実するとともに、これ ピュータで文字を入力するなどの基本的な操作」を

らの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教 身に付けることに重点を置いた学習活動を行ってい

材・教具の適切な活用を図ること。また、児童又は る。

生徒の障害の状態や特性等に即した教材・教具を創 それらの学習活動を基礎として、小学部・中学部を

意工夫するとともに、学習環境を整え、指導の効果 通して、（中略）情報手段を適切かつ主体的、積極

を高めるようにすること。 的に活用できるようにするための学習活動を充実す

ることが必要である。その際、技術・家庭科と各教

科等が相互に関連を図ることが重要であり、指導に

おける連携や協力に留意する必要がある。

（情報モラル）

インターネット上での誹謗中傷やいじめ、インタ

ーネット上の犯罪や違法・有害情報の問題を踏ま

え、情報モラルについて指導することが必要である。

(12)児童又は生徒のよい点や可能性、進歩の状況な （解説）教育課程実施上の配慮事項より

どを積極的に評価するとともに、指導の過程や成果 障害により、絵筆やクレヨンなどを持って描くこ

を評価し、指導の改善を行い学習意欲の向上に生か とが困難な児童生徒であっても、コンピュータ等を

すようにすること。 活用して描くことができる可能性がある。さらに、

操作に習熟することによって、豊かな感性や色彩感

覚を発揮することもある。

ＩＣＴ活用ガイドブック・資料編

特別支援学校学習指導要領（小・中学部）における教育の情報化に関する主な記述
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学習指導要領における記述 解説における記述の抜粋等

視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者、病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校

（※中学部については、小学部と同様の規定が適用される。）

１ 視覚障害者である児童に対する教育を行う特別 （解説）視覚障害者である児童生徒に対する教育を

支援学校 行う特別支援学校より

(２)児童の視覚障害の状態等に応じて、点字又は普 点字を常用して学習する児童生徒に対する漢字・

通の文字の読み書きを系統的に指導し、習熟させ 漢語の指導は、漢字の字義と結び付いた言葉が多い

ること。なお、点字を常用して学習する児童に対 日本語の文章を正しく理解し、表現するために重要

しても、漢字・漢語の理解を促すため、児童の発 であり、児童生徒の発達の段階や興味・関心、意欲

達の段階等に応じて適切な指導が行われるように 等を考慮して適切に指導していくことが大切であ

すること。 る。特に、コンピュータ等の情報手段を活用する場

合には、ディスプレイ画面上の文章を音声化して理

解するために漢字・漢語の理解が必要であるので、

この点も踏まえた指導が必要である。

(４)触覚教材、拡大教材、音声教材等の活用を図る （解説）視覚障害者である児童生徒に対する教育を

とともに、児童が視覚補助具やコンピュータ等の 行う特別支援学校より

情報機器などの活用を通して、容易に情報の収集 視覚に障害のある児童生徒がコンピュータ等の情

や処理ができるようにするなど、児童の視覚障害 報機器や障害の状態に応じた周辺機器を活用できる

の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。 ようにしたり、情報通信ネットワークなどを活用し

たりすることによって、視覚的な情報の入手が困難

であるという視覚障害に伴う困難を補って、問題解

決的な学習等に主体的に取り組むことができるよう

にすることが大切である。

２ 聴覚障害者である児童に対する教育を行う特別 （解説）聴覚障害者である児童生徒に対する教育を

各教科 支援学校 行う特別支援学校より

(５)視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその 聴覚に障害のある児童生徒の指導に当たっては、

活用方法等を工夫するとともに、コンピュータ等 可能な限り、視覚的に情報が獲得しやすいような種

の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高 々の教材・教具や楽しみながら取り組めるようなソ

めるようにすること。 フトウェアを使用できるコンピュータ等の情報機器

を用意し、これらを有効に活用するような工夫が必

要である。

（中略）

聴覚障害の児童生徒に対しては、視覚等を有効に

活用するため、視聴覚教材や教育機器、コンピュー

タ等の情報機器や障害の状態に対応した周辺機器を

適切に使用することによって、指導の効果を高める

ことが大切である。

３ 肢体不自由者である児童に対する教育を行う特 （解説）肢体不自由者である児童生徒に対する教育

別支援学校 を行う特別支援学校より

(５)児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じ 身体の動きや意思の表出の状態等により、歩行や

て、適切な補助用具や補助的手段を工夫するとと 筆記などが困難な児童生徒や、話し言葉が不自由な

もに、コンピュータ等の情報機器などを有効に活 児童生徒などに対して、補助用具や補助的手段を活

用し、指導の効果を高めるようにすること。 用し指導の効果を高めるよう配慮することは極めて

大切なことであり、適切な補助用具や補助的手段と

して、コンピュータ等の情報機器や障害の状態に対

応した周辺機器などを有効に活用して指導の効果を

高めることが必要である。
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学習指導要領における記述 解説における記述の抜粋等

視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者、病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校

（※中学部については、小学部と同様の規定が適用される。）

４ 病弱者である児童に対する教育を行う特別支援 （解説）病弱者である児童生徒に対する教育を行う

学校 特別支援学校より

(４)児童の身体活動の制限の状態等に応じて、教材 身体活動の制限や運動・動作に障害がある児童生

・教具や補助用具などを工夫するとともに、コン 徒の指導に当たり、児童生徒の実態に応じて、教材

ピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導 ・教具を工夫したり、入出力支援機器や電動車いす

の効果を高めるようにすること。 等の補助用具を活用したりするなどして、学習に自

主的に参加し、作業や操作等を行い学習効果が高め

られるよう指導することが大切である。

教材・教具等の工夫としては、例えば、長期間の

療養で体験不足なため、具体的な事物が理解できな

い場合には、視聴覚機器や視聴覚教材を効果的に使

用したり、体調が悪く教室に登校出来ない場合に

は、テレビ会議システム等の情報通信ネットワーク

を活用したりするなど、療養中でも、可能な限り児

童生徒が学習することができるよう工夫することが

必要である。

（小学部）知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校

第２ 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の （解説）小学部における指導計画の作成と各教科全

取扱い 体にわたる内容の取扱いより

５ 児童の知的障害の状態や経験等に応じて、教材 コンピュータ等の情報機器などの活用により、

・教具や補助用具などを工夫するとともに、コン 児童の意思表示をより明確にしたり、数や文字を効

各教科 ピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導 果的に指導したりすることができることから、児童

の効果を高めるようにするものとする。 の知的障害の状態や経験等を考慮しつつ、適切な機

器を選択して、各教科等の内容の指導において、効

果的な活用が図られるようにすることが大切である。

（中学部） 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

第１ 各教科の目標及び内容 （解説）より

［社会］ 「情報メディアなど」とは、新聞、テレビ、ラジ

２ 内容 オ，ホームページのコンテンツなど、様々な情報が

(４)日常生活で経験する社会の出来事や情報メディ 提示されている媒体を意味している。それらによっ

アなどに興味や関心をもち、生産、消費などの経 て入手される情報は、日常生活で体験する出来事な

済活動に関する初歩的な事柄を理解する。 どだけではなく、我が国や隣国の出来事などを含

む。これらの中には、中学部の生徒には理解が難し

い事項もあるが、世の中のおよその流れをとらえる

という観点での指導が大切である。

「生産，消費などの経済活動」とは、生産、運

輸、販売、消費に関する活動を指し、例えば、米、

野菜、果物を作る農家の活動、海で魚をとる漁師の

活動、工業製品を作る工場の活動、それらの生産物

を市場に運ぶ運送活動、運ばれた生産物を販売する

活動などがある。こうした一連の活動の様子を実際

に見学したり、テレビ、ビデオ、インターネットな

どを活用し、それらの情報に触れることにより、自

分の生活とのかかわりについて興味・関心をもつよ

うにする必要がある。
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学習指導要領における記述 解説における記述の抜粋等

（中学部） 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

［職業・家庭］ （解説）より

２ 内容 発展的には、将来の職業生活や家庭生活における

(２)職業に就くためには、基礎的な知識と技能が必 自立的な生活に必要なコンピュータ等の情報機器を

要であることを理解する。 活用したり、 資格取得や技能検定に関心をもった

りすることなども大切である。

(８)職業生活や家庭生活で使われるコンピュータ等 （解説）より

の情報機器の初歩的な扱いに慣れる。 「職業生活や家庭生活で使われるコンピュータ等

の情報機器」とは、コンピュータ等の情報機器や複

写機（コピー機）などの事務機器、卓上電話や携帯

電話、ファクシミリなどの通信機器などのことであ

る。「初歩的な扱いに慣れる。」とは、例えば、職

場や家庭で様々な情報機器が使われていることに関

心をもち、簡単な取扱いができることである。さら

に、仕事や家庭生活に関する簡単な用件を伝えた

り、受けたりすることなどが考えられる。

これらの指導に当たっては、実際に電話をかけた

り、ファクシミリ、コンピュータで情報を発受信し

たりするなど、職場や家庭での具体的な活動を大切

にすることに留意する必要がある。また、情報を受

各教科 け取ったり発信したりする際にマナーがあること

や、必要な情報を限定してやりとりすることなどに

気付くようにすることも重要である。

［外国語］ （解説）より

２ 内容 中学部段階では、例えば、アルファベットを使っ

英語 たゲームをしたり、簡単な英語の歌を聞いたりして

(１)身近な生活の中で見聞きする英語に興味や関心 楽しむことや、生活で使う用具、機器、パンフレッ

をもつ。 ト、新聞などに使われている簡単な語を探すことな

ども挙げられる。また、ビデオやＤＶＤで初歩的な

英語を扱った教材等を見たり、コンピュータで英語

の文字当てゲームをしたり、外国のテレビ番組や物

語などに興味をもち、それらを見て楽しむことや、

外国の人々と一緒に楽しく活動したり、ゲームをし

たりして触れ合うことなどが考えられる。

第２ 指導計画の作成と各教科全体及び各教科の内 （解説）より

容の取扱い コンピュータ等の情報機器などの活用により、生

５ 生徒の知的障害の状態や経験等に応じて、教材 徒の意思表示をより明確にしたり、数や文字を効果

・教具や補助用具などを工夫するとともに、コン 的に指導したりすることができることから、生徒の

ピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導 知的障害の状態や経験等を考慮しつつ、適切な機器

の効果を高めるようにするものとする。 を選択して、各教科等の内容の指導において、効果

的な活用が図られるようにすることが大切である。

（解説）より

児童生徒の興味・関心や生活に結び付いた題材に

道 徳 ついて、視聴覚教材や教育機器、コンピュータ等の

情報機器を活用するなどの工夫をすることが大切で

ある。
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学習指導要領における記述 解説における記述の抜粋等

第５章 総合的な学習の時間 （解説）より

１ 児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等を十 特別支援学校に在籍する児童生徒の障害の種類や

総合的 分考慮し、学習活動が効果的に行われるよう配慮 程度、発達の段階や特性等は多様であることから、

な学習 すること。 個々の児童生徒の実態に応じ、補助用具や補助的手

の時間 段、コンピュータ等の情報機器を適切に活用するな

ど、学習活動が効果的に行われるよう配慮すること

が大切である。

（解説）より

特別 児童生徒の興味・関心や生活に結び付いた題材に

活動 ついて、視聴覚教材や教育機器、コンピュータ等の

情報機器を活用するなどの工夫をすることが大切で

ある。

第２ 内容 （解説）自立活動の内容より

５ 身体の動き 姿勢保持や基本動作の習得・改善を促進し、日常

(２)姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関 生活動作や作業動作の遂行を補うためには、幼児児

すること。 童生徒の運動・動作の状態に応じていろいろな補助

的手段を活用する必要がある。また、この補助的手

段の活用に関する指導内容には、各種の補助用具の

工夫とその使用法の習得も含まれている。

（中略）

また、表現活動を豊かにするために、コンピュー

タの入力動作を助けるための補助用具も重要なもの

である。

幼児児童生徒が補助用具を必要とする場合には、

用途や目的に応じて適切な用具を選び十分使いこな

せるように指導する必要がある。また、その発達の

段階を考慮しながら、補助用具のセッティングや収

納の仕方を身に付けたり、自分に合うように補助用

自立 具を調整したりすることを指導することも大切である。

活動 ６ コミュニケーション （解説）自立活動の内容より

(３)言語の形成と活用に関すること。 ＬＤのある幼児児童生徒は、文字や文章を読んで

理解することに極端な困難を示す場合がある。この

ような場合、聞いて理解する力を伸ばしつつ、読ん

で理解する力の形成も図る必要がある。その際、コ

ンピュータのディスプレイに表示された文章が音声

で読み上げられると同時に、読み上げられた箇所の

文字の色が変わっていくようなソフトウェアを使っ

て、読むことを繰り返し指導することが考えられる。

(４)コミュニケーション手段の選択と活用に関する （解説）自立活動の内容より

こと。 近年、科学技術の進歩等により、様々なコミュニ

ケーション手段が開発されてきている。そこで、幼

児児童生徒の障害の状態や発達の段階等に応じて、

適切なコミュニケーション手段を身に付け、それを

選択・活用して、それぞれの自立と社会参加を一層

促すことが重要である。

例えば、音声言語の表出は困難であるが、文字言

語の理解ができる児童生徒の場合は、筆談で相手に
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自分の意思を伝えたり、文字板、ボタンを押すと音

声が出る機器、コンピュータ等を使って、自分の意

思を表出したりすることができる。なお、音声言語

による表出が難しく、しかも、上肢の運動・動作に

困難が見られる場合には、下肢や舌、顎(がく)の先

端等でこれらの機器等を操作できるように工夫する

必要がある。

（中略）

自閉症のある幼児児童生徒で、言葉でのコミュニ

ケーションが困難な場合には、まず、自分の意思を

適切に表し、相手に基本的な要求を伝えられるよう

に身振りなどを身に付けたり、話し言葉を補うため

に機器等を活用できるようにしたりすることが大切

である。

自立 （中略）

活動 視覚に障害がある場合には、点字キーボードでの

入力や点字ディスプレイによる出力に慣れたり、拡

大文字によるディスプレイ上での編集に習熟したり

するなど、コンピュータを操作する技能の習得を図

ることが大切である。また、普通の文字と点字とを

相互変換したり、コンピュータの表示内容を音声で

読み上げる機能を使ったりして文書処理ができるよ

うにすることにより、コミュニケーションを図るこ

とも重要である。

(５)状況に応じたコミュニケーションに関すること。 （解説）自立活動の内容より

友人や目上の人との会話、会議や電話などにおい

て、相手の立場や気持ち、状況などに応じて、適切

な言葉の使い方ができるようにしたり、コンピュー

タ等を活用してコミュニケーションができるように

したりすることも大切である。


